
　相模原市と藤野町で構成する「相
模原市・藤野町合併協議会」の第１
回協議会が、４月２５日（月）午後３
時からけやき会館５階大樹の間で開
催され、相模原市と藤野町による合
併に関する協議がスタートしました。
　当日は、協議会の規約・規程など
に関する報告や、平成１７年度事業計
画、予算、合併協定項目、合併の方
式などの協議が行われました。議事
の内容については、次のとおりです。

報 告 事 項　 報　告　事　項 　

　次の規約・規程について、報告し、
承認されました。
　第１号　協議会規約について
　協議会の目的、組織、事務等につ
いて定めたもの。
　第２号　幹事会規程について
　協議会を構成する各市町の助役等
が構成員となる幹事会の運営等につ
いて定めたもの。
　第３号　専門部会規程について
　協議会を構成する各市町の部長、
課長等が構成員となる専門部会の運
営等について定めたもの。
　第４号　事務局規程について
　事務局が行う事務の内容など、事
務局運営等について定めたもの。
　第５号　財務規程について
　予算・決算の手続きなど、協議会
の財務について定めたもの。
　第６号　会議運営規程について
　協議会の会議の運営について定め
たもの。
　第７号　会議傍聴規程について
　傍聴の手続きなど、協議会が開催
する会議の傍聴について定めたもの。

主な意見

藤野町委員　
　合併の是非をどのように協議する
のか。また、協議事項について、会
長からだけでなく委員からの提案を
認めてはどうか。
事務局　
　合併の是非は、合併協議項目の積
み重ねの結果だと考える。合併協議
項目の全てについて合意ができれば
合併は是となるものである。また、
協議項目は専門的なものが多いため、
専門部会、幹事会を経て会長から提
案させていただくことになっている。
藤野町委員　
　会議の議事の進め方について、全
会一致でない場合でも３分の２以上
の賛同をもって進めてしまうのか。
あるいは分科会を設置し別に協議す

協 議 事 項　 協　議　事　項 　

　　　　　　　　　　　　　　　　
第１号　平成１７年度事業計画について

　　　　　　　　　　　　　　　　
→原案のとおり決定
１　会議の開催
　相模原市及び藤野町の合併に関
する協議等を行うため、合併協議
会の会議を開催する。

２　合併市町村基本計画の作成
　合併後の新市の円滑な運営の確
保及び均衡ある発展を図るための
基本方針及び事業に関する事項並
びに財政計画等を作成する。

３　行政制度等の調整方針の協議
　主要な行政制度等について、合
併協定項目として調整方針を協議
する。

４　合併協定書の調印
　合併市町村基本計画の作成及び
行政制度等の調整方針の協議に基
づいて、合併協定書の調印を行う。

５　広報の実施
　合併協議会だよりの発行及びホ
ームページの開設等による情報提
供、意見の募集を行う。

　　　　　　　　　　　　　　　　
第２号　平成１７年度予算について

　　　　　　　　　　　　　　　　
→原案のとおり決定

�

主な意見

藤野町委員　
　合併協定書の調印は町と市で行う
ので、協議会で調印するのはおかし
いのではないか。
事務局　
　合併協定書は、協議会の中で議論
した内容を取りまとめるものであり、
構成団体で確認のため調印を行うも

平成１７年度予算
歳入　　　　　　　　　（単位：千円）

金　額項款

４０，０００１　負　担　金１　負担金

４０，０００歳　　　入　　　合　　　計

歳出　　　　　　　　　（単位：千円）
金　額項款

３４，９４０１　事業推進費１　事業費

 ４，８８９１　事 務 局 費２　総務費

　 １７１１　予　備　費３　予備費

４０，０００歳　　　出　　　合　　　計

のである。
藤野町委員　
　意見募集はどのような方法で行う
のか。また、３つの協議会で合同発
行する協議会だよりの費用負担はど
のようになっているのか。
事務局　
　ホームページ等への意見の書き込
みや電話等による意見募集を考えて
おり、合併市町村基本計画を作成す
る際の意見募集を実施することによ
り、パブリックコメントと同様の効
果が得られると考える。また、協議
会だよりの費用は、３つの協議会で
合同発行した場合には、それぞれ３
分の１ずつ負担することで取り決め
ている。
藤野町委員　
　既に１市２町で協議済みの案件に
ついて、この協議会ではどのように
調整するのか。
事務局　
　１市２町の協議結果を踏まえ協議
することが論理的だと考える。

　　　　　　　　　　　　　　　　
第３号　合併協定項目について

　　　　　　　　　　　　　　　　
→原案のとおり決定　（ただし、合
併市町村基本計画の協議の中で、合
併について総合的に意見を述べあう
機会を設けることを確認した。）
１　合併の方式
２　合併の期日
３　新市の名称
４　新市の事務所の位置

５　議会議員の定数及び任期の取扱い
６　農業委員会委員の定数及び任期の取扱い
７　特別職の身分の取扱い
８　一般職の職員の身分の取扱い
９　財産の取扱い
１０　条例、規則等の取扱い
１１　事務組織及び機構の取扱い
１２　行政連絡機構の取扱い
１３　慣行の取扱い
１４　公共的団体等の取扱い
１５　町名・字名の取扱い
１６　土地利用の取扱い
１７　上下水道事業の取扱い
１８　地方税の取扱い
１９　国民健康保険事業の取扱い
２０　介護保険事業の取扱い
２１　保健衛生事業の取扱い
２２　使用料、手数料の取扱い
２３　補助金、交付金等の取扱い
２４　一部事務組合等の取扱い
２５　清掃事業の取扱い
２６　消防業務及び消防団の取扱い
２７　防災事業の取扱い
２８　地域自治区等の設置及び都市内分権
２９　各種事務事業の取扱い
３０　合併市町村基本計画

主な意見

藤野町委員
　合併市町村基本計画は別組織を作
って検討されたものが協議会に提出
されるのか。
事務局
　１市３町任意合併協議会の「まち

ることもあるのか。
小川会長　
　議決は原則として全会一致である
が、そうでない場合は皆さんの意見
を聞きながら進める。

相模原市・藤野町合併協議会
　相模原市と藤野町の合併協議が始まる・・・・・・・・１～３面

相模原・津久井地域合併協議会（　　　　　　　）
　５月１６日合併協議が始まる・・・・・・・・・・・・・・・３面

相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会
　神奈川県知事へ要望書提出・・・・・・・・・・・・・・・３面

相模原市・城山町　
津久井町・相模湖町


